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◆ 空家等対策計画策定の体制 

 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「空家法」という。）により、市町村は空家

等対策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与すること

が求められています。 

法の趣旨を踏まえ空家等対策計画の作成及び実施に関する事項を協議するため、吹田市空

家等対策協議会（以下「協議会」という。）及び空家等対策会議（以下「対策会議」という。）

を設置しています。 

 

１ 体制の概要 

項目 
吹田市空家等対策協議会 

（協議会） 

空家等対策会議 

（対策会議） 

根拠法令等 ・空家法第７条に規定する協議会 

・吹田市空家等対策協議会設置要領 

（平成 31年４月１日制定） 

・吹田市空家等対策協議会会則 

（第１回開催日に制定予定） 

・空家等対策会議設置要領 

（平成 28年 6月 1日制定） 

（平成 31年４月１日改正） 

協議・審議

事項 

【協議事項】 

・空家等対策計画の作成及び変更に関

する事項 

・空家等の適正な管理に関する事項 

・特定空家等の措置に関する事項 

・その他空家等対策計画の実施に関し

必要とする事項 

【審議事項】 

・特定空家等に該当するか否かの判断

に関する事項 

・特定空家等に対する是正措置に関す

る事項 

・その他空家法に関し必要な取組みに

関する事項 

組 織 ①市長 

②市民（民生・児童委員） 

③学識経験者（大学教授、弁護士、建築

士、宅地建物取引士、不動産鑑定士、

土地家屋調査士） 

④その他市長が必要と認める者 

※②～④で 10名以内 

市長、副市長、危機管理監、総務部長、

税務部長、福祉部長、環境部長、都市計

画部長、土木部長、消防長 

任 期 ・２年間（再任可） ・なし 
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③
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⑦
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会
議
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会
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⑤
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２
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０
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１
１
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２
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１
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３
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○
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1
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５
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○
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